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相模原市緑区

溶岩流到達時間

山梨県

東京都

山北町 清川村

相模原市緑区

愛川町

厚木市

・ 市町村境界
227時間
(９ 日と 11時間)

・ 役所
到達しない。

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

小田原市

小田原市

南足柄市

開成町

箱根町

湯河原町
真鶴町

大井町 中井町

二宮町

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
413時間
(17日と ５ 時間)

・ 役所
到達しない。

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

　　　　　　市町別影響想定範囲（溶岩流）
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南足柄市

南足柄市

開成町

小田原市
箱根町

静岡県

山北町
松田町

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
80時間
(３ 日と ８ 時間)

・ 役所
到達しない。

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

大井町

大井町

開成町

松田町

小田原市

中井町

秦野町

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
740時間
(30日と 20時間)

・ 役所
1037時間
（ 43日と ５ 時間）

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

別添１

　　　　　　市町別影響想定範囲（溶岩流）
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松田町

松田町

開成町

大井町南足柄市

山北町

秦野市

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
148時間
(６ 日と ４ 時間)

・ 役所
999時間
（ 41日と 1５ 時間）

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

山北町

山北町

静岡県

山梨県

松田町

開成町
南足柄市 大井町

秦野市

相模原市

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
33時間
(１ 日と ９ 時間)

・ 役所
839時間
（ 34日と 23時間）

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所
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開成町

開成町

南足柄市

小田原市

大井町

松田町

溶岩流到達時間

・ 市町村境界
128時間
(５ 日と ８ 時間)

・ 役所
269時間
（ 11日と ５ 時間）

凡例

溶岩流が7日間で到達する可能性のある範囲（ 第５ 次避難エリア）

溶岩流が57日間で到達する可能性のある範囲（ 第６ 次避難エリア）

役所

別添１

　　　　　　市町別影響想定範囲（溶岩流）



指定公共機関（28団体）

１ 東日本旅客鉄道株式会社 15 楽天モバイル株式会社

２ 東海旅客鉄道株式会社 16 日本通運株式会社 横浜支店

３ 日本貨物鉄道株式会社 17 東京電力パワーグリッド株式会社 神奈川総支社

４ 東日本電信電話 神奈川事業部 18 東京ガス株式会社

５ ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 19 独立行政法人国立病院機構

６ 株式会社ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ 神奈川支店 20 日本郵便株式会社 神奈川郵便局

７ 日本銀行 横浜支店 21 佐川急便株式会社

８ 日本赤十字社 神奈川県支部 22 ヤマト運輸株式会社

９ 日本放送協会 横浜放送局 23 西濃運輸株式会社

10 中日本高速道路株式会社 東京支社 24 株式会社イトーヨーカ堂

11 東日本高速道路株式会社 関東支社 25 ユニー株式会社

12 首都高速道路株式会社 26 株式会社セブンイレブン・ジャパン

13 KDDI株式会社 27 株式会社ローソン

14 ソフトバンク株式会社 28 株式会社ファミリーマート

指定地方公共機関（46団体）

１ 東急電鉄株式会社 17 一般社団法人神奈川県トラック協会 33 横浜ケーブルビジョン株式会社

２ 京浜急行電鉄株式会社 18 一般社団法人神奈川県タクシー協会 34 株式会社神奈川新聞社

３ 小田急電鉄株式会社 19 公益社団法人神奈川県医師会 35 神奈川県中津川左岸土地改良区

４ 相模鉄道株式会社 20 一般社団法人神奈川県歯科医師会 36 神奈川県相模川左岸土地改良区

５ 京王電鉄株式会社 21 公益社団法人神奈川県薬剤師会 37 神奈川県相模川西部土地改良区

６ 株式会社小田急箱根 22 公益社団法人神奈川県栄養士会 38 小沢頭首工土地改良区

７ 伊豆箱根鉄道株式会社 23 公益社団法人神奈川県看護協会 39 酒匂川左岸土地改良区

８ 江ノ島電鉄株式会社 24 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 40 酒匂川右岸土地改良区

９ 湘南モノレール株式会社 25 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 41 厚木瓦斯株式会社

10 株式会社横浜シーサイドライン 26 株式会社テレビ神奈川 42 秦野瓦斯株式会社

11 横浜高速鉄道株式会社 27 横浜エフエム放送株式会社 43 小田原瓦斯株式会社
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別添４ 

市町村による広域避難先調整要領 

 

  
 
 
 

 

① 協議（受入れ可否、受入れ可能人数照会） 
避難実施市町と受入市町村が協議する。 
（広域避難決定後、避難実施市町は協議結果を県へ報告） 

② 職員の派遣  
一時集結地へ県、避難実施市町及び受入市町村の職員を派遣する。 

③ 避難指示等の発令 
避難実施市町は、住民等へ避難指示等を発令する。 

④ 避難（１）  
住民等は一時集結地または受入避難所へ避難する。 

⑤ 一時集結地での調整 
・受入避難所の調整と決定 
・避難者に受入避難所の伝達 
・その他広域避難に係る調整 

⑥ 避難（２） 
避難者は、指示された受入避難所へ各自で避難を開始する。また、受入市町村 
は、受入避難所で避難者の受入れを実施する。 

 



別添５ 

県による広域避難先調整要領 

 

① 避難対象者数の照会 
県は、避難実施市町に対し、広域避難の可能性のある避難対象者数を照会する。 

② 受入避難所収容可能数の照会 
県は、受入市町村に対し、受入避難所と収容可能数の状況を照会し、回答を得る。 

③ 受入市町村の調整結果 
県は、避難実施市町と受入市町村からの回答により受入市町村を調整し、その 

結果を避難実施市町と受入市町村に伝達する。 
④ 職員の派遣  

一時集結地へ県、避難実施市町及び受入市町村の職員を派遣する。 
⑤ 避難指示等の発令 

避難実施市町は、住民等へ避難指示等を発令する。 
⑥ 避難（１） 

住民等は一時集結地または受入避難所へ避難する。 
⑦ 一時集結地での調整 
・受入避難所の調整と決定 
・避難者に受入避難所の伝達 
・その他広域避難に係る調整 

⑧ 避難（２）  
避難者は、指示された受入避難所へ各自で避難を開始する。また、受入市町村 

は、受入避難所で避難者の受入れを実施する。 

 



 

 

 

首都圏における広域降灰対策ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

内閣府（防災担当） 
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はじめに 

我が国は 111 の活火山を有する世界屈指の火山国である。 

中でも富士山は、我が国を象徴する代表的な活火山であり、過去にも噴火を繰り返してきた。富士山火山防災

対策協議会の富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会によれば、過去 5600 年間で約 180 回の噴火が確認

されているが、1707年の宝永噴火を最後に、その後の約 300年間、噴火は確認されていない。なお、宝永噴火は、

南海トラフ沿いの宝永地震の発生から 49 日後に発生した。過去の噴火では、宝永噴火のような大規模噴火は少な

く、96％が小規模噴火あるいは中規模噴火である。また、噴出物についても、噴石や火山灰等の火砕物ではなく、

溶岩流が主である噴火もある。このように、一言で「噴火」といっても、その規模や形態は様々であり、大量の降灰をも

たらす大規模噴火が発生する頻度は⾼くはないが、ひとたび発生するとその影響は広範囲に及ぶことから、事前に対

策を検討しておく必要がある。そのため、中央防災会議 防災対策実行会議の「大規模噴火時の広域降灰対策検

討ワーキンググループ」（以下「広域降灰 WG」という。）において、富士山噴火をモデルケースにして、大規模噴火時

の降灰による影響及び対策の検討の留意事項等について検討を行い、令和２年４月に「大規模噴火時の広域降

灰対策について（報告）」（以下「広域降灰 WG 報告」という。）を取りまとめた。 

本ガイドラインは、広域降灰 WG 報告で示された降灰による影響等に基づき、令和６年７月から内閣府において

開催した有識者による「首都圏における広域降灰対策検討会」（以下「検討会」という。）の検討成果として、降灰

による災害の特徴を踏まえて、「できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続する」ことを広域降灰対策の基

本方針として掲げ、国、地方公共団体、関係機関等が各地域における降灰対策を検討するに当たっての参考となる

よう、その考え方や留意点を取りまとめたものである。 

対象としては、富士山の大規模噴火によって、主として降灰の影響のみが想定される首都圏等の火山からの遠隔

地域における対策を想定して取りまとめたものであるが、火山周辺の火山災害警戒地域や、富士山以外の火山によ

る広域降灰対策においても活用し得る。このガイドラインを活用し、各地域・各分野における広域降灰対策の検討を

進めていただきたい。 

なお、本ガイドラインは、現時点で有する知見を基に検討成果を取りまとめたものであり、今後、具体的なそれぞれ

の地域における対策の検討や、その他の課題の検討の進捗、新しい知見の蓄積や社会構造の変化等に応じて、適

宜、内閣府において、更なる充実化を図っていくものである。 

 

令和 7 年３月 

内閣府（防災担当） 
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Ⅰ．前提の整理 

１．本ガイドラインについて 

本ガイドラインは、令和６年７月から内閣府において開催した有識者による「首都圏における広域降灰対策検討

会」において、広域降灰対策の基本方針、及び、国、関係機関、地方公共団体等が連携した具体的な対策の検

討を進めるに当たっての考え方や留意点について検討された成果を踏まえ、取りまとめたものである。 

本ガイドラインでは、富士山の大規模噴火によって、主として降灰の影響のみが想定される首都圏等、火山からの

遠隔地域における対策を想定して取りまとめた。火山周辺の火山災害警戒地域においては、各火山防災協議会に

おいて、降灰を含めた火山災害に対する一体的な警戒避難体制の検討が行われているところであるが、本内容は、

火山災害警戒地域においても活用し得るものである。また、富士山以外の火山による広域降灰対策においても活用

し得るものである。 

本ガイドラインで扱う降灰分布は、広域降灰 WG と同様に、過去に首都圏に大量の降灰をもたらした実績があり、

噴火の実績が⽐較的解明されていることを踏まえ、富士山の宝永噴火（1707 年）の規模を想定し、人口・資産

が⽐較的多い地域に降灰が集中するケースをモデルケースとして用いることとした。なお、これはあくまで検討のための

一例であり、将来の富士山噴火の状況を示したものではなく、また、実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継

続時間等により、降灰の状況は変わることを理解しておくことが重要である。 

本ガイドラインは、「前提の整理」「広域降灰が発生した場合に応急的に実施する対策の基本方針」「具体的な広

域降灰対策の検討を進めるに当たっての考え方や留意すべき事項」「継続的に取り組むべき事項」「巻末資料」から

構成される。また、降灰による災害の特徴を踏まえて、「できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続する」こ

とを広域降灰対策の基本方針として掲げ、降灰量（降り積もった火山灰、もしくは、これから降る火山灰の量。本ガ

イドラインでは、「cm」等厚さ（深さ）で表す。）等に基づく４つの被害の様相の区分に応じて、住民の安全確保、

輸送・移動手段、ライフライン等の分野ごとに対策を整理した。 

なお、本ガイドラインは、現時点で有する知見を基に取りまとめたものであり、今後も、具体的なそれぞれの地域にお

ける対策の検討や、その他の課題の検討の進捗、新しい知見の蓄積等に応じて、適宜、内閣府において、更なる充

実化を図っていくものである。 
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図Ⅰ-1-1 ガイドラインの位置づけ 

 

 

図Ⅰ-1-2 検討の対象となる地域の概念図 
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２．本ガイドラインで扱う降灰分布の想定 

本ガイドラインでは、富士山の宝永規模の噴火（広域降灰 WG 報告で示されたケース２の影響下の人口・資産

が大きくなる西南西風が卓越する場合）をモデルケースとしており、代表的な地点の降灰量の時系列は図Ⅰ-2-1 の

とおり。また、降灰分布の時系列は図Ⅰ-2-2 のとおり。 

 

この想定は、あくまで検討のために富士山の過去の噴火の規模を想定した一例であり、将来の富士山噴火の状

況を示したものではない。実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継続時間等により、降灰の状況は変わるこ

とを理解しておくことが重要である。 

 

（参考）広域降灰 WG 報告においては、以下の 3 つのケースを想定してそれぞれ降灰の時系列的な分布を作成。 

＜ケース１＞  

・宝永噴火の実績に類似する、噴火期間中に西風が卓越する場合（平成 30 年 12月16日〜30日の風） 

・降灰は、神奈川県と千葉県を中⼼に、火山から東方⾯に分布 

＜ケース２＞  

・影響下の人口・資産が大きくなる西南西風が卓越する場合 （平成 22 年 10月14日〜28日の風） 

・降灰は、神奈川県と東京都を中⼼に、火山から東北東方⾯に分布 

＜ケース３＞  

・風向の変化が⽐較的大きい南よりの風の場合（平成 24 年 9月２日〜16日の風） 

・降灰は、山梨県、静岡県、神奈川県を中⼼に広く分布 

 

 

図Ⅰ-2-1 降灰量の時系列 
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※「〇時間後」は、午前 10 時に噴火してから〇時間後の状況。「〇日目」は噴火〇日目の 24 時の状況（広域降灰 WG 報告と同様） 

図Ⅰ-2-2 降灰分布の時系列 
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３．降灰による影響、検討の前提となる試算や想定及び被害の様相 

（１）各分野における主な影響 

広域降灰ＷＧ報告では、降灰によって生じる主な影響を分野別に示している（表Ⅰ-3-1。インフラやライフライ

ン等を中⼼に抜粋）。 

 

表Ⅰ-3-1 降灰によって生じる主な影響の一覧 

 

 

 

図Ⅰ-3-1 （参考）降灰量に応じた影響の概念図 
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（２）検討の前提となる試算や想定 

１）道路上の火山灰除去の想定 

広域降灰 WG 報告では、一定の仮定を置いた上で道路上の火山灰を緊急的に除去するために要する時間

について簡易的に概算しており、単純計算では噴火から４日目の朝に緊急輸送道路上の火山灰の除去が終

了すると概算された。 

具体的な対策の検討に当たっては、人員や資機材の確保・配置、道路上の事故車両や放置車両の撤

去、燃料の補給体制、火山灰の撤去・再移動防止等、単純計算では未考慮の事項を考慮する必要がある。 

 

＜降灰除去による道路状況の想定＞（広域降灰 WG 報告より） 

 ケース２（西南西風が卓越し、影響が大きくなる風向）の降灰状況を用いて一定の仮定を置いた上で、

道路上の火山灰を緊急的に除去するのに要する時間の簡易な概算と、利用可能性のある交通手段につ

いて整理をした。 

 概算においては、噴火から１〜２日目に重機・オペレーターを配置し、３日目の０時から 1,000 台のホイ

ールローダを用いて、３cm 以上の火山灰が堆積した緊急輸送道路（家屋倒壊からの避難エリア除く）の

うち２車線（片側１車線）を緊急的に啓開すると仮定した。 

 単純計算では噴火から４日目の朝に緊急輸送道路の啓開が終了する。４日目以降は、夜間に啓開、日

中新たに３cm以上堆積した区間を都度通行止めにして啓開することで、日中は緊急輸送道路の２車線

（片側１車線）を概ね確保しながら、緊急輸送道路（※）から主要施設までの降灰除去に重機・オペ

レーターを充てることができる可能性がある。 

 緊急輸送道路の啓開は、緊急車両や、復旧作業、物資輸送等の災害対応車両の最低限の通行を確

保するためのものであり、啓開後にも一般車両の通行は想定しない。 

※緊急輸送道路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な

路線で、⾼速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路 

【出典】国土交通省ホームページ「緊急輸送道路」 
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２）処分が必要と想定される火山灰の量 

処分が必要と想定される火山灰の量について、広域降灰 WG 報告に示されている結果は図Ⅰ-3-2 のとおり

である。図中の一番左は、富士山の宝永噴火を想定した場合の噴出量で、約 17 億㎥とされている。そのうち、

鉄道、道路、建物用地及び農地など、一定の土地利用がされていると分類されている範囲に堆積した火山灰

の量は約 4.9 億㎥で、これは東日本大震災の災害廃棄物の約 10 倍に相当する。 

 

 
【出典】広域降灰ＷＧ報告 別添資料２ 

 

図Ⅰ-3-2 処分が必要と想定される火山灰の量 
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（３）対策の検討に当たって想定する被害の様相の区分 

対策を検討するに当たり、どのような状況への対応が必要なのかを想定するため、（１）で示した分野別の影

響や（２）の試算をもとに、被害の様相として合計 4 つの区分を設定した。 

この被害の様相の４つの区分は、降灰状況の想定を具体化し、各主体における計画策定等、平時から災害

応急対策を検討するための概念整理に活用することを想定した便宜的な区分であり、本ガイドラインでは「ステージ

１〜４」という名称を用いる。 

ステージ１：鉄道等が停止する可能性があるなど、輸送・移動手段やライフラインに影響が出る可能性がある

（降灰量微量以上）。 

ステージ２：徒歩以外での移動手段が制限（降灰量３cm 以上）され、ライフライン等の被害が⽐較的小さい。 

ステージ３：徒歩以外での移動手段が制限（降灰量３cm以上）され、ライフライン等の被害が⽐較的大きい。 

ステージ４：降雨時に木造家屋が火山灰の重みで倒壊するおそれがある（降灰量 30cm 以上）。 

又は、降灰後土石流の危険がある。 

※ステージ２と３は、ライフライン等の被害の大きさによって区分し、ステージ３ではより深刻な状況を想定。 

各ステージの被害の様相の詳細は、図Ⅰ-3-3 から図Ⅰ-3-6 に記述する（各ステージで想定される代表的な

被害を列記したものであり、記載されている以外の被害も発生する可能性があることに留意）。この被害の様相ご

とに、必要な対策を検討していくこととなる。 

なお、火山灰は、時間の経過とともに徐々に堆積していくため、各地点で見た場合、被害の様相は基本的に、

被害度合が下位の様相を経て到達する場合が多い。一方で、除灰作業により状況が改善する場合もあるなど、

時間を追って変化していくことに留意する必要がある。 

この被害の様相の区分は、災害応急対応期の対応を検討するための区分であり、応急対応終了後の長期的

な対応に用いるものではない。この「ステージ」の噴火発生時のリアルタイムでの活用については、降灰量の把握や

降灰被害の情報収集状況等を踏まえ、引き続き検討する。 

 

表Ⅰ-3-2 対策を検討するに当たって想定する被害の様相（４つのステージによる区分） 
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図Ⅰ-3-3 「ステージ 1」における降灰による影響・被害の様相 

 

 

 

図Ⅰ-3-4 「ステージ 2」における降灰による影響・被害の様相 
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図Ⅰ-3-5 「ステージ３」における降灰による影響・被害の様相 

 

 

 

図Ⅰ-3-6 「ステージ４」における降灰による影響・被害の様相 
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４．降灰（火山灰）の特徴 

降灰（火山灰）の主な特徴を図Ⅰ-4-1 のように整理した。火山灰は徐々に降り積もり、触れても危険性は低い

ことから、地震災害や洪水災害と⽐べ、緊急的・直接的な命の危険性は低い。一方、除去しない限り無くならないこ

とから、物資輸送やライフラインに長期間影響が出る可能性があり、また、風による再移動や雨により固まる等の性質

があることから、適切な除灰が必要である。 

 

 図Ⅰ-4-1 降灰（火山灰）の主な特徴 

 

５．首都圏の人口規模等 

東京都・神奈川県の人口の合計は、約 2,300 万人である。一方、１都８県の指定避難所の収容人数は、約

990 万人である。 

 

表Ⅰ-5-1 指定避難所の収容人数 
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６．予測の不確実性 

噴火前の段階で、噴火の規模、様式、タイミング及び継続時間等の推移を具体的に予測することは、現在の火山

噴火の予測技術では困難である。また、風向・風速等により降灰の影響域は大きく変化する。 

現在の降灰の予測技術では、噴火発生後 30〜40 分で一定の判断基準をもとに「広域降灰を生じ得る噴火で

あること」の情報提供が可能である。また、噴煙⾼さや噴火の継続時間について一定の仮定を置く等により、降灰分

布の見通しについての情報提供が可能である。 

迅速な対応をとるためには予測は重要であるが、（降灰の特徴も踏まえると）不確実性のある予測値のみをもっ

て住民の行動や社会活動を著しく制限することは現実的ではない。降灰量の実測値と予測値とを組み合わせて、降

灰時における各種対策の判断材料とすることが現実的と考えられる。 

 

 

図Ⅰ-6-1 予測の不確実性  
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Ⅱ．広域降灰が発生した場合に応急的に実施する対策の基本方針 

前提の 3 点 

  ・ 緊急的・直接的な命の危険性は低い、という降灰の特徴 

  ・ 首都圏の人口が非常に多い 

  ・ 予測の不確実性から、噴火前から社会活動を著しく制限することは現実的ではない 

を踏まえれば、広域降灰に対する住民の行動は、できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続することを基本と

することが現実的と考えられる。 

しかしながら、状況によっては直ちに命の危険がある場合（※）も想定され、避難等の行動をとる必要がある。火山

灰は噴火後徐々に積もるが、噴火状況によっては都内でも１日で５㎝以上積もる可能性があることも踏まえ、特に避

難等に時間を要する場合や速やかな災害応急対応を行うためには、実測の降灰量のみならず見込みも加味して対応

することが必要である。 

（※）降灰量が 30 ㎝以上の木造家屋、降灰後土石流の危険がある地域、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助によ

る生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人（例：通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等）等 

住民が降灰域内に留まって自宅等で生活を継続するためには、日頃からの十分な備蓄等、自助による対応のほか、

輸送手段やライフライン等の維持等公的な支援が優先事項となる。 

このように、自宅等で生活を継続することを基本として、被害の様相のステージに応じた各分野の対策の基本方針に

ついて整理した。各分野の広域降灰対策の考え方の概要をまとめると表Ⅱ-1 のとおり。 

 

表Ⅱ-1 ステージに応じた被害の様相と広域降灰対策の基本的な考え方
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１．住民の安全確保 

○ステージ１〜３は、できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続することが基本である。しかし、ステージ３

で自宅等での生活継続が困難な場合は、ライフラインが機能している生活可能な地域へ移動することも考えられる。 

○ステージ４は、噴火直後は自宅や堅牢な建物に退避し、その後、降灰状況を踏まえ原則避難を行う。 

○通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による

生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等は、早い段階で医療機関を受診可能な地域に移動する必要が

ある。 

※要配慮者のうち、自宅等で生活を継続可能な人は、一般住民と同様の行動をとる。 

○降灰時に備えて、自助による家庭等での十分な備蓄を日頃から行っておくことが重要である。 

○事業所等においては、従業員や利用者等の安全確保について検討しておくことが重要である。 

○どのような状況で、どのような対応が必要となるか、住民や関係者が事前に検討しておくことが重要である。その上で、

噴火時には、降灰の状況や見込み等を踏まえて行動することが重要である。 

 

 

２．広域降灰の予測・状況把握、情報の発信・周知啓発 

○降灰時に、国、地方公共団体、事業者及び住民が整合的に対応するためには、適時に降灰の状況を把握・共

有することが極めて有効である。 

○国及び地方公共団体においては、行動判断の根拠となる降灰の実測について、適時に共有し住民等に周知する

必要がある。 

○また、近年、噴出された火山灰が上空の風に乗って遠方にどのように移動・落下するかを予測する技術が向上して

きている。予測の不確実性に留意しつつ、特に避難等に時間を要する場合や速やかな災害応急対応を行うために

は、実測の降灰量のみならず予測も活用することで、早めの対応が可能となる。 

○国は、広域降灰の発生の可能性を伝え、防災対応をいち早く始めるため、広域降灰に関する対応のトリガーとなる

大規模噴火発生の情報（行動開始の判断に資する情報。以下「トリガーとなる情報」という。）及び降灰への対

応を支援するため、広範囲・長期間に及ぶ降灰の状況や今後の見通しを伝える情報を提供する必要がある。 

○国、地方公共団体、事業者及び住民が、降灰量に応じた対応を適時かつ整合的に実施できるよう、国及び地方

公共団体においては、降灰量に関する情報（実測情報、予測情報）を関係機関で共有するとともに、住民等に

周知する体制を構築することが重要である。 

○国、地方公共団体、事業者及び住民が円滑かつ整合的に対応するためには、降灰の状況等に応じた国、県、市

町村等による適時の情報発信も不可欠である。 

 

 

  



16 

３．輸送・移動手段、物資供給、ライフライン 

平時からの備蓄が適切になされ、ライフラインが一定程度維持されていれば、住民は一定期間、自宅等で生活を

継続することが可能となる。このため、輸送・移動、物資供給に必要なライフラインの復旧・維持を優先的に行うことが

必要である。噴火から一定期間が経過すると、備蓄だけでは生活継続が困難になる地域が生じるため、それらの地

域への物資供給を迅速に行う必要がある。 

一方で、降灰量 30 ㎝以上の地域や降灰後土石流が想定される地域においては、噴火直後は自宅や堅牢な建

物に退避した上で、降灰状況を踏まえて他地域に避難することが必要であり、また、通院による人工透析患者や介

護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危

険が及ぶ人等については、降灰状況を踏まえ、早い段階で降灰の影響域外へ移動することが重要である。こうした命

に関わる状況に対しての輸送・移動等は緊急優先的に対応する必要がある。 

このような「輸送・移動手段及び物資供給」及び「ライフライン」に関する基本的な考え方を（１）及び（２）に

示す。 

 

（１）輸送・移動手段及び物資供給に関する基本的な考え方 

○住民が自宅等で生活を継続するため、特に、ステージ１〜３の状況においては、電力施設や浄水場等のライフ

ラインの復旧・維持を最優先に対応する。 

○備蓄だけでは対応が困難となるステージ３では、物資供給のルートを優先して確保する必要がある。 

○ステージ４の要救助者がいる場合や避難が必要な状況となる場合は、救助等避難ルートの確保も緊急的に必

要となる。 

○輸送・移動手段の早期の復旧に当たっては、平時からの資機材の備蓄・訓練等が重要である。 

○火山活動活発時においては、実際の降灰量だけではなく、降灰の予測も踏まえた事前準備等が必要となる。

（例：トリガーとなる情報を踏まえた人員配備、広域降灰の見通しを伝える情報を踏まえた復旧作業やその準

備・復旧の見通しの情報発信等） 

 

（２）ライフラインに関する基本的な考え方 

○住民が自宅等で生活を継続するため、ステージ１及び２では、一時的な支障が生じたとしてもライフラインの早

期復旧を行い、供給を維持する。 

○ステージ３の場合は、引き続き復旧活動を最優先で行う。 

○ステージ４で住民が避難を完了した地域については、ライフラインの復旧を優先する必要はなくなる。 

○ライフラインの維持・早期の復旧作業に当たっては、平時からの資機材の備蓄・訓練等が重要である。 

○火山活動活発時においては、実際の降灰量だけではなく、降灰の予測も踏まえた事前準備等が必要となる。

（例：トリガーとなる情報を踏まえた人員配備、広域降灰の見通しを伝える情報を踏まえた復旧作業やその準

備・復旧の見通しの情報発信等） 
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４．火山灰の処理 

○降灰時には、火山灰が堆積した場所に応じて、施設管理者（宅地から排出された火山灰は市町村）等がそれ

ぞれ処分を行うこととなる。火山灰の処理には期間を要することから、まずは道路や鉄道等の降灰域内での生活を

継続するために必要な場所から優先的に除灰をする必要がある。 

○施設管理者等が各々の敷地内等の火山灰の収集及び運搬等を実施するが、施設管理者等がその敷地内等で

処分場所や仮置場を確保することが困難な場合は、敷地外に仮置場を確保する必要がある。今回想定している

ような大量の降灰となった場合、仮置場の確保が課題となる。このため、地方公共団体においては、仮置場候補

地を事前に選定しておくことが望ましい。処分が必要な火山灰の量に応じて、優先的に除灰を行う必要がある場

所の火山灰から、順次仮置きしていくことが重要である。また、仮置きが長期に及ぶ可能性も考慮する必要がある。

（例：生活継続のための優先順位が低い場所に堆積した火山灰は、一定期間敷地内に留めておくことも考えら

れる。） 

○最終的な火山灰の処理については、再利用・資源化、土捨て場・残土処分場・最終処分場での処分、埋立て、

緊急海洋投入処分等の様々な手段で処理する。その際、処分すべき火山灰の量と、各手段の処分可能量、各

種法令に基づく手続きや基準等について考慮することが重要である。 

○仮置き、最終的な処分ともに、大量の火山灰の処分場所を事前に確保しておくことは非常に困難である。このため、

施設管理者や地方公共団体においては、国と連携しつつ、実際の降灰状況や被害状況等により、適切な方法、

場所、優先順位を考慮して処分を行うことができるよう、事前に仮置きや最終的な処分の候補地の選定や必要な

手続き・課題、活用可能な支援事業の整理のほか、関係機関との調整を行っておくことが望ましい。なお、発災後

の状況によって、地域の理解や判断の考え方は変わり得る可能性があることに留意する必要がある。 
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５．被害の様相に応じた対応の流れ 

降灰時等の被害の様相に応じた対応の流れについて、図Ⅱ-5-1 に示す。なお、図左下の矢印部分のように、状

況が不可逆的に進行するものではなく、降灰の継続とともに状況が悪化し対応内容が変化する一方、除灰作業を

行うことで降灰状況が改善するといったことが繰り返されることにも留意する必要がある。 

・平時：国及び地方公共団体は、住民に向けて降灰現象についての理解促進を行うとともに、備蓄の必要性に

ついて普及啓発を行う。また、関係機関等においては、輸送・移動手段、ライフライン、物資供給等の各分

野について、各火山防災協議会等による降灰のハザードマップも踏まえ、対応策の検討を行うとともに、資

機材や対策用品の準備、備蓄を行うほか、事業者や他地方公共団体等との協定を締結しておく。 

・火山活動活発化（噴火前・降灰前）：火山活動が活発化すると、国から火山防災情報等が発信される。関

係機関等においては、各火山防災協議会等による降灰のハザードマップも踏まえ、今後の対策実施を見

据え、輸送・移動手段の確保やライフライン維持等の作業員の確保や資機材の配備、降灰の影響を受け

る施設の保護や点検を行う。 

・噴火直後：広域降灰を生じ得る噴火（大規模噴火）が発生した場合、国からトリガーとなる情報が発表され

る。国及び地方公共団体は、これを受けて住民に対する情報発信を行う。 

・ステージ１：国及び地方公共団体は、降灰量が 3cm 未満の段階では、住民は原則として自宅等での生活

を継続するよう呼びかける。関係機関等においては、除灰等の対策を実施する。 

・ステージ２：住民は、原則として備蓄等を活用して自宅等で生活を継続する。関係機関等においては、道路啓

開やライフラインの維持・復旧活動、物資供給の準備等、自宅等での生活を継続するための応急活動を

行う。 

・ステージ３：住民は、原則として備蓄等を活用して自宅等で生活を継続するが、それが困難になってくることから、

必要に応じて域外への移動も視野に入れる。通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降

灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等、域

外への移動が必要な人への対応を行う。地方公共団体や関係機関等は、ステージ２で実施した対策をそ

れぞれ継続するとともに、被害が長期化した場合には、道路啓開による物資供給のための輸送ルート確保

や物資供給などの応急対策を行う。 

・ステージ４：降灰量が 30cm 以上になると、木造家屋の倒壊のおそれがある。また、30cm に満たない場合で

も、降灰後土石流のリスクが⾼まる地域がある。そのため、地方公共団体は、住民に対して噴火直後は自

宅や堅牢な建物への退避を呼びかけ、降灰状況や救助・避難ルートの確保状況を踏まえつつ、域外への

避難を呼びかける。 
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図Ⅱ-5-1 被害の様相に応じた対応の流れ  
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Ⅲ．具体的な広域降灰対策の検討を進めるに当たっての考え方や留意すべき事項 

Ⅱ章においてまとめた基本方針や、被害の様相に応じた対応の流れを踏まえ、ここでは具体的な広域降灰対策の検

討を進めるに当たっての考え方や留意すべき事項を、分野ごとに取りまとめた。 

広域に及ぶ地震災害や水害等を想定した防災計画には、広域降灰災害への対応にも共通して適用できる事項が

多くあると考えられる。一方で、前述のとおり、降灰には他の自然現象とは特徴の異なる部分もある。広域降灰災害へ

の対応については、そうした共通する部分と、追加で対応すべき部分とを組み合わせて検討することが有効である。 

 

１．住民の安全確保 

（１）被害の様相ごとの対応手順 

○ 住民は、できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続することを基本とする。状況によって命の危

険がある場合は降灰の影響域外への避難を検討する。 

○ 住民は、降灰量の実測値に加え、適宜降灰の見込みも加味して行動を判断する。特に、降灰に伴う社

会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等については、降

灰量がより少ない段階から、医療機関を受診可能な地域に移動する必要がある。 

●基本方針として掲げた、 

・広域降灰に対する住民の行動は、自宅等で生活を継続することを基本とする。 

・しかしながら、状況によっては直ちに命の危険がある場合（※）も想定され、避難等の行動をとる必要がある。 

 （※）降灰量が 30 ㎝以上の木造家屋や、降灰後土石流の危険がある地域、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに

生命に危険が及ぶ人（例：通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等）等 

を踏まえ、被害の様相ごとの対応手順を整理した。 

 

＜ステージ１：降灰量微量から 3 ㎝未満＞ 

自宅等で通常の生活を継続する。 

 

＜ステージ２：降灰量 3 ㎝以上 30 ㎝未満で被害が小さい＞ 

備蓄を活用して自宅等で生活を継続する。 

状況によっては、通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等

により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等は、医療機関を受診可能な地域に

移動する必要がある。 

 

＜ステージ３：降灰量 3 ㎝以上 30 ㎝未満で被害が大きい＞ 

備蓄を活用して自宅等で生活を継続するが、物資不足や停電、断水などのライフライン障害が長期化し、

備蓄だけでは自宅に留まることが困難となった場合には、物資の調達を考える必要がある。また、状況に応じ

てライフラインが復旧している地域や建物へ移動することも必要となる場合がある。 

通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共



21 

助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等は、医療機関を受診可能な地域に移動する必要

がある。 

 

＜ステージ４：降灰量 30 ㎝以上や降灰後土石流の危険がある＞ 

噴火直後は、火山灰から身を守るために自宅や堅牢な建物に退避する必要がある。木造家屋等自宅等

が倒壊する可能性がある場合には、堅牢な建物へ退避する必要がある。 

降灰後土石流の危険がある場合には、危険の少ない地域へ避難する必要がある。 

その後、降灰状況を踏まえ、ライフラインが復旧している地域や影響が少ない地域へ避難することが必要と

なる場合がある。 

なお、他災害と異なり、自宅が倒壊するほどの被害状況であれば、地域内の避難所で長期的に避難生活

を送ることも難しく、ライフラインが復旧している地域や影響が少ない地域の避難所で生活を送ることも想定さ

れる。 

 

●住民の行動は、実測の降灰量を基に対応することに加え、噴火状況によっては、都内でも１日程度で５㎝以

上火山灰が積もるような場合も想定されることから、降灰の見込みも加味して対応することが望ましい。降灰が

更に見込まれる場合、例えば生活可能な地域への移動なども考えられるほか、今後の降灰に備えた可能な対

応を検討する必要がある。一方、降灰が今後見込まれない場合には、復旧作業や自宅清掃などを行うことが可

能である。 

●要配慮者のうち、自宅等で生活を継続可能な人は、一般住民と同様の行動をとる。通院による人工透析患者

や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに

生命に危険が及ぶ人等は、早い段階で、医療機関を受診可能な地域に移動する必要がある。 

●国、地方公共団体、事業者等においては、上記に示す各ステージに対応した安全確保行動を住民一人一人

が円滑に実施できるよう、対策を行う必要がある。 

●火山災害は長期間に及ぶ可能性もあることから、降灰後土石流等の複合災害にも留意する必要がある。 
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図Ⅲ-1-1 被害の様相に応じた対応手順の概要  
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（２）広域降灰を想定した平時からの準備 

○ 住民は、降灰がもたらす影響を知り、各火山防災協議会等による降灰のハザードマップを踏まえ、自らの

生活継続や健康維持に関するリスクを事前に把握する必要がある。 

○ 住民は、平時から降灰時に備えて備蓄を行うことが重要である。備蓄品については、基本的には地震など

他の災害と同様の準備を基本としつつ、降灰対策用品も確保することが望ましい。 

○ 首都直下地震対策では１週間分の備蓄が推奨されているが、降灰対策としては、噴火の長期化等の可

能性もあることから、可能であればそれ以上の備蓄を行うことが望ましい（富士山の宝永噴火では２週間

噴火が継続した。）。 

○ 特に、要配慮者のいる世帯や要配慮者が利用する施設においては、物資・燃料等を多めに備蓄しておく。 

●各火山防災協議会等による降灰のハザードマップ等を踏まえ、住民自身がどういうリスクに遭遇するかを事前に

把握しておく必要がある。一方、降灰は風速、風向によって大きく変わることに留意する。 

●降灰時に備えて、まずは自助による家庭等での備蓄が重要である。備蓄品については、基本的には地震など他

の災害と同様の準備を基本としつつ、防塵マスクや防塵ゴーグル等、降灰対策用品も確保することが望ましい。 

●特に、要配慮者のいる世帯や要配慮者が利用する施設においては、降灰時の移動の困難性や暑さ・寒さ対策

等への配慮の観点から、物資・燃料等を多めに備蓄しておくことが重要である。 

●首都直下地震対策では１週間分の備蓄が推奨されているが、降灰対策においては、噴火や降灰の影響の長

期化等の可能性もあることから、可能であればそれ以上の備蓄を行うことが望ましい（富士山の宝永噴火では

２週間噴火が継続した。）。 

●その他降灰特有の内容として、降灰時に屋外で活動する場合には、防塵マスクや防塵ゴーグルなどの降灰対策

用品を装着することが望ましい。また、火山灰の除去や清掃に際しては、清掃用の器具（ほうき、スコップ・シャ

ベルなど）も準備しておく必要がある。 

※降灰時の屋外作業は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」を参照。 

 

 

 

図Ⅲ-1-2 備蓄品目及び降灰対策用品の例  
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（３）移動困難時の対策 

○ 国、地方公共団体等は、広域降灰による交通機関の停止に伴う移動困難者の対応に備え、平時から、

一時滞在施設の確保等について検討する。 

○ 事業者（企業等）は、従業者等を一定期間事業所内に留めておくことを想定した物資の備蓄等を行

う。 

●広域降灰時には、鉄道等が運行を停止することが想定され、首都圏では自力で帰宅することが困難な住民が

大量に発生する可能性がある。このような場合、多くの人が滞留し、混乱等が発生することが予想されることから、

地方公共団体等は、群集事故等の二次災害を防止し、住民の安全を確保する必要がある。 

●首都圏等、火山からの遠隔地域では、降灰による建物の倒壊・火災等が降灰開始後直ちに増えることは考え

にくい点が、首都直下地震とは異なる。このため、緊急車両の通行確保を目的とした一斉帰宅抑止の対応とは

異なる点に留意が必要である。 

●降灰の継続によって徐々に状況が悪化することも考えられる。このため、降灰が落ち着いているタイミングで、除灰

対応や物資輸送等の応急活動に影響のない範囲で、徒歩での分散帰宅等を行うことが考えられる。徒歩での

移動時における留意事項については、「４．（６）徒歩による移動の考え方」を参照。 

●自宅が遠距離にあること等により帰宅が困難な者もいることが想定されることから、国、地方公共団体等は、この

ような移動が困難な者に対して、一時滞在施設の確保等を行う必要がある。また、事業者（企業等）におい

ても、従業員等を一定期間事業所等内に留めておく、必要な物資の備蓄を行う等の対策を行う必要がある。 

※降灰時の従業員や利用者等の安全確保対策は、「１．（４）事業所における従業員や利用者等の安全

確保対策」も参照。 
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（４）事業所における従業員や利用者等の安全確保対策 

○ 企業等においては、事業継続計画（BCP）等を作成し、平時から従業員や利用者等の安全確保対策

を行う。 

●企業等においては、従業員や施設利用者の安全を確保する必要がある。 

●企業等においては交通機関の停止等により従業員の出社・帰宅が困難になった場合の対策、病院・介護施設

においてはライフラインの停止等を想定した体制の構築・備蓄等、事業継続計画（BCP）等を作成し、訓練の

実施等、平時から対策を実施することが望ましい。 

※移動困難時の対策としては、「１．（３）移動困難時の対策」も参照。 

※ライフライン停止等を想定した施設の保護等の考え方は「６．（２）平時からの対応」も参照。 

●国、地方公共団体等は、各分野の事業所等に対し、災害時の従業員や利用者等の安全確保のための対策

や留意すべき事項を周知する。 

 

表Ⅲ-1-1 事業所における降灰時の従業員や施設利用者等の安全確保対策の例
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（５）学校教育における対応 

○ 学校管理者は、降灰時に学校教育が一時中断となった場合において、オンライン等の活用も含め、学び

の継続の在り方について検討する。学校教育を継続することが望ましいが、状況に応じて適切に対応す

る。 

●ステージ１やステージ２では、電力・通信を含むライフラインの状況を踏まえ、通学や教職員の出勤等が可能か

判断する必要がある。なお、休校の場合は、オンラインの活用を含め学習機会の確保のための措置が講じられる

ことが望ましいが、児童生徒の状況や教職員の通勤状況等の環境に応じて適切に対応する。また、ステージ３

やステージ 4 に至る場合に備え、連絡体制の確保や除灰のための備品の確保等の準備を行う。 

●ステージ３やステージ４においては、ライフラインが停止し、生活維持が困難な状況となり、学校教育が一時中

断するため、ライフライン復旧後等、生活の安定が確保された後の学校再開に向けて対応する必要がある。 

 

 

（６）降灰の影響域外へ避難する場合の受入れ先の調整 

○ 地方公共団体は、地方公共団体をまたいで降灰の影響域外へ避難する広域一時滞在を行う場合の受

入れ先に関して、市町村レベルでの協定締結や、都道府県レベルにおける調整等を平時から実施する。

調整に当たっては、移動手段についても考慮することが必要である。必要な場合には、市町村をまたぐ場

合については都道府県が、都道府県をまたぐ場合については国が、広域一時滞在について助言や代行等

を行う。 

●広域降灰時には自宅等で生活を継続することが基本となるが、ステージ４や、ステージ３の状況下で生活継続

が困難になった人は降灰域内のライフラインが稼働している場所、又は降灰の影響域外へ避難する必要がある。

通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助によ

る生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人等は、早い段階で医療機関を受診可能な地域に移動する必

要がある。降灰の影響域外へ避難する場合には、地方公共団体をまたぐ広域一時滞在となる場合も想定され

る。 

●広域一時滞在先を検討するに当たり、市町村レベルでの協定締結や、都道府県レベルにおける調整等につい

ても平時から実施する。避難先の調整に当たっては、移動手段についても考慮することが必要である。必要な場

合には、市町村をまたぐ場合は都道府県が、都道府県をまたぐ場合は国が、広域一時滞在について助言や代

行等を行う。 

 

 

＜参考＞災害対策基本法における広域一時滞在の協議に係る規定（抜粋） 

第八十六条の八 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は

居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時

的な滞在（以下「広域一時滞在」という。）の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の

市町村長に協議することができる。 

２〜８ （略） 
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第八十六条の九 前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道

府県の区域における一時的な滞在（以下「都道府県外広域一時滞在」という。）の必要があると認めるときは、都道府県知事

に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。 

２ 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しな

ければならない。 

３〜１４ （略） 

 

第八十六条の十 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は

大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確

保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長

が第八十六条の八第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置（同条第六項及び第七項の規定による報

告を除く。）の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。 

２・３ （略） 

 

第八十六条の十二 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その

他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の九第二項の規定による協議の相手方その他都道府県

外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。 

 

第八十六条の十三 内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の

事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保すること

が困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当

該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置の全部若しくは一部

を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに第八十六条の九第八項並び

に第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項及び第十一項の規定により実施すべき措

置（第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項及び第十一項の規定による報告を除

く。）の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。 

２・３ （略） 
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２．広域降灰の予測・状況把握 

（１）広域降灰の予測に関する情報 

１）広域降灰に関する対応のトリガーとなる情報 

○ 国は、広域降灰時には、「広域降灰に関する対応のトリガーとなる情報」を提供する必要がある。 

○ 国及び地方公共団体は、トリガーとなる情報が発表された際には、とるべき行動等について周知する。 

○ 国及び地方公共団体は、平時から、トリガーとなる情報を入手した場合に伝えるべき事項をあらかじめ検

討しておく。 

●広域降灰時には、火山からの遠隔地域の住民や関係機関が対応をとるため、国は、広域降灰の発生の可

能性を伝え、防災対応をいち早く始めるための「広域降灰に関する対応のトリガーとなる情報」を提供する必

要がある。 

●国は、トリガーとなる情報の発表タイミングにおいて、噴火の発生や降灰が予測される範囲などに加えて、降灰

の影響が予想される地域における留意事項や、防災体制の構築や住民の行動に対する情報発信等を行政

が行うことができるよう、必要な内容を伝える。 

●国及び地方公共団体は、トリガーとなる情報が発表された際には、とるべき行動等について周知する。 

●噴火前の段階では噴火の規模やタイミングの予測が困難であるといった予測の不確実性から、トリガーとなる

情報の提供は、噴火が発生した後に、「広域降灰を生じ得る噴火であるかどうか」を判断できたタイミングとな

る。 

●小規模な噴火や継続しない噴火では広域降灰とならないことから、「噴火の規模」と「噴火の継続」に注目し、

図Ⅲ-2-1 に示す判断基準（案）や留意事項を一例として情報発表することが望ましい。 

●関係機関においては、広域降灰が発生した際や、トリガーとなる情報が発表された場合の対応等について、

事前に検討や調整を行っておく必要がある。 

 

（留意事項） 

●噴火活動の推移（噴火の拡大や停止）を正確に予測することは困難であることから、予想される範囲等の

情報を提供する場合には、現在の噴火と同規模の噴火が一定期間継続した場合などの仮定を置く等、前

提条件を明確にする必要がある。 

 

 



29 

 

図Ⅲ-2-1 トリガーとなる情報の発表のタイミングや判断基準の考え方 

 

 

  

図Ⅲ-2-2 トリガーとなる情報で伝えるべき事項の整理と具体的な行動の例 
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２）広域降灰の見通しを伝える情報 

○ 国は、「広域降灰の見通しを伝える情報」を提供する必要がある。 

○ 広域降灰の見通しを伝える情報を発表する際には、各ステージの降灰量の閾値（30cm 以上、3cm 以

上、微量以上）との対応がわかるように情報発表することが望ましい。 

●国は、広範囲・長期間に及ぶ可能性のある降灰への対応を支援するため、「広域降灰の見通しを伝える情

報」を提供する必要がある。 

●広域降灰の見通しを伝える情報は、噴火後できるだけ迅速に提供することが望ましいが、現在利用可能

な技術では噴火後 1 時間程度で提供することが可能である。その後も、噴火の継続時間に応じて、随時

の情報提供をすることが必要である。 

●国、地方公共団体、事業者及び住民の行動・対応の考え方は、被害の様相のステージごとに整理している

（Ⅱ章）。広域降灰の見通しを伝える情報は、各ステージの降灰量の閾値（30cm 以上、3cm 以上、微

量以上）との対応が分かるように発表することが望ましい。 

●具体的には、これら３つの閾値に達すると予想される地域について、発表することが効果的である。 

 

（留意事項） 

●降灰による影響の閾値の値は、おおよそどのくらいの降灰で何が起こり得るかを認識するためのものであり、実

際の噴火時にこのとおりに影響が生じるとは限らない。 

●噴火活動の推移（噴火の拡大や停止）を正確に予測することは困難であることから、予想される範囲等の

情報を提供する場合には、現在の噴火と同規模の噴火が一定期間継続した場合などの仮定を置く等、前

提条件を明確にする必要がある。 

 

表Ⅲ-2-1 主な降灰による影響の閾値と想定される対応 
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３）広域降灰に関する情報を入手した場合の対応 

○ 国、地方公共団体、事業者及び住民は、広域降灰に関する情報が発表された場合、地域の状況に応

じた対応を行う。 

●広域降灰の見通しに関する情報を活用し早めの対応を行うことで、被害の軽減につながることから、国、地方

公共団体、事業者及び住民は、広域降灰に関する情報が発表された場合、不確実性に留意しつつ、地域

の状況に応じた以下の対応を行うことが必要である。 

・ 既に降灰が始まっている地域では、情報を待つことなく、降灰状況等を踏まえて応急対応を実施する。 

・ 降灰が始まっていない地域のうち、これから降灰が予想される地域では、降灰が始まるまでの間にできるだけ

の対応を行う。 

・ 降灰が始まっていない地域のうち、降灰が予想されていない地域でも、風向・風速等の予測の不確実性や、

予測対象期間以降に降灰の影響を受ける可能性も考慮して、今後の降灰に備えて、あらかじめ検討をし

ておく。 

 

（留意事項） 

●降灰の物理的な影響により即座に死者・負傷者が発生する可能性は低いこと、降灰中の屋外での移動は

危険が伴うことから、避難者の殺到等の社会的な混乱が発生しないようにする必要がある。 

●国、地方公共団体等は、広域降灰時に想定される状況や、降灰が発生した場合にとるべき対応などについ

て、平時から広報に努めることが重要である。（「３．（２）降灰対策に関する平時からの住民等への周知

啓発」も参照） 

 

 

 

表Ⅲ-2-2 広域降灰に関する情報を入手した場合の対応 
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（２）降灰状況の把握 

１）降灰状況の把握の必要性 

○ 地方公共団体は、防災対応を行うため、降灰の状況を把握する必要がある。また、国や防災関係機関

においても、広域的な支援のために、降灰状況を把握する必要がある。 

●住民の安全確保やライフライン等の復旧といった降灰量に応じた防災対応を行うため、地方公共団体等の防

災対応を行う機関が、降灰状況を把握することが重要である。 

●また、広域降灰時には、広域支援を行う必要があるため、降灰域外からの物資供給等について、自分の地

域のみではなく他地域の状況も含めて把握する必要がある。 

●これまでも、噴火時には、気象庁、国土交通省砂防部及び研究機関により各々の目的に応じた降灰状況

の把握がなされてきたが、広域降灰対策のため、国、地方公共団体等が連携した降灰状況の把握体制を

新たに構築することが必要である。 

 

表Ⅲ-2-3 広域降灰に応じた状況把握の用途・目的 

 

  

 

２）降灰状況の把握・集約方法 

○ 国、地方公共団体等が連携し、各地の降灰量を測定する。 

○ 国においては、広域的な降灰状況を把握するため、各地の降灰状況の測定結果を集約し、国及び地

方公共団体の災害対策本部における状況把握、気象庁における降灰を含む火山活動の状況の解説・

発表及び防災関係機関・事業者等における各種対応に活用する。 

●国、地方公共団体等が連携して、各地の降灰量を測定する。その際、測定項目・手順を国が示すなど、簡

便な方法としつつも、測定者によらずデータの一定の品質が確保される仕組みを構築する必要がある。 

（広域降灰対策を実施するために必要な測定項目を示しつつ、慣れていない者でも実施可能な測定手順

とする。図Ⅲ-2-3 参照。） 
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●国は、各地の降灰状況の測定結果を集約し、国及び地方公共団体の災害対策本部における状況把握、

気象庁における降灰を含む火山活動の状況の解説・発表及び防災関係機関・事業者等における各種対応

に活用するほか、火山調査研究推進本部での評価等にも資することが可能である。 

●各地の降灰状況を集約する当⾯の手段としては、「降灰調査データ共有スキーム」（※）に示す手段の活

用等も含め、実際に測定を行う関係機関や地方公共団体の意見も踏まえ検討していくこととする。 

（※）降灰調査データ共有スキーム：「降灰の現地調査の連携・データ共有について（報告）」（火山防災に

係る調査企画委員会）で示された、降灰データ共有の実運用に向けた考え方や取組。「降灰調査データ

共有スキーム」においては、国の研究機関等の間のデータの共有は、研究目的で運用されている「火山観

測データ一元化共有システム（JVDN システム）」ないしメール等で行うとされている。 

 

＜収集する項目（例）＞ 

 誰が（どの機関が）測定したか 

 測定した場所 

 測定日時 

 降灰量 

（降灰の有無、測定可能な場合は大まかな数値も） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-2-3 降灰状況の把握に必要な情報 

  

＜報告する降灰量の一例＞ 

降灰無し 

降灰あり 

 降っているが積もっていない 

 少し積もっている（1cm 未満） 

 約 1cm 

 約 3cm 

 約 5cm 

 約 10cm 

 約 20cm 

 約 30cm 

 30cm 以上 
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３．情報の発信・周知啓発 

（１）各機関からの呼びかけ等の情報発信 

１）各機関における情報発信 

○ 国及び地方公共団体は、連携して、広域降灰の可能性が⾼まった際に適切な情報発信を行う。 

●国、都道府県及び市町村は、トリガーとなる情報や広域降灰の見通しを伝える情報が発表された段階を含

め、広域降灰の可能性が⾼まった際に適切な情報提供を行う必要がある。 

●国から降灰関係の防災情報が発表された場合、各機関は連携して、外出の抑制や自宅での生活を呼びか

ける等、降灰時の行動に関する情報発信を行う。 

 

表Ⅲ-3-1 各機関における火山活動や降灰状況等に応じて想定される主な対応の例 

 

 

 

２）降灰の状況に応じた情報発信 

○ 国、地方公共団体及び事業者は、適切なタイミングで住民への呼びかけ等の情報発信を行う。 

○ 国、地方公共団体及び事業者は、記者会見、ホームページ、防災行政無線、防災アプリ等、様々な手

段を活用し、住民等に確実に情報を届けられる体制を構築する。 

●国、地方公共団体及び事業者は、降灰の状況に応じた適切なタイミング・内容で住民への呼びかけ等の情

報発信を行うことが重要である。 

●国、地方公共団体及び事業者は、情報の伝達に当たっては、記者会見、ホームページ、防災行政無線、防

災アプリ等、様々な手段を活用し、住民等に確実に情報を届けられる体制を構築する必要がある。 

●広域降灰時には自宅等で生活を継続することが基本となるが、必要な場合には、市町村をまたぐ広域的な

応援については都道府県が、都道府県をまたぐ広域的な応援等については国が、関係機関との調整を行う。 

●国及び地方公共団体は、降灰の影響に関する情報のほか、不要不急の外出を控える、車両の利用を控え

る、買占めを抑制する等、適切な防災対応が行われるよう情報発信を行う。 
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（留意事項） 

●大規模噴火に伴い火山周辺において避難等の防災対応の呼びかけがなされている中で、広域降灰への対

応も呼びかける状況となることに留意する。 

 

＜参考＞国における災害時の体制 

   令和 3 年の災害対策基本法の改正により、災害発生前であっても、住民等の円滑な避難等の災害応急

対策を迅速に実施できるよう、災害が発生するおそれがある段階から、国の災害対策本部の設置ができるこ

ととされた。 

   富士山において火山活動が活発化し、火山災害応急対策を実施する緊急の必要があると認められるとき

は、災害対策本部が設置され、応急対策に係る調整が行われるとともに、必要に応じて、国、関係地方公

共団体、火山専門家等の関係者で構成される「合同会議」の開催や、国民への周知等が行われる。 

 

 

 

図Ⅲ-3-1 火山活動や降灰状況に応じて伝えるべき情報の例（主に火山からの遠隔地域） 
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表Ⅲ-3-2 降灰に対する国等からの情報発信の内容 

 

＜参考＞外国人に対する情報提供 

   災害時（降灰時を含む）における外国人への情報提供については、他災害等においても検討が進められ

ており、SafetyTips の活用や、情報発信媒体における多言語への対応、簡易的な日本語（「やさしい日本

語」等）での表現、見た目でわかる視覚的な表現等に留意して周知を行うことが重要である。なお、外国人

は災害の経験が異なり、日本における災害に関する経験や知識が⽐較的少ないこともあることから、丁寧な

情報提供を行う必要がある。 

   国は、海外の日本に対する信頼性の確保等を図るため、政府の災害対応の状況について、海外に対して

も適切に情報を提供する必要がある。 

 

表Ⅲ-3-3 外国人に対する情報提供 
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（２）降灰対策に関する平時からの住民等への周知啓発 

○ 国及び地方公共団体は、住民に対して、平時から火山灰から身を守るための対策、降灰対策に必要な備

蓄等についての周知啓発を行う。 

●国、地方公共団体等は、広域降灰時に想定される状況や、降灰が発生した場合にとるべき対応などについて、

平時から、周知啓発に努めることが重要である。 

●国及び地方公共団体は、平時から、降灰時には自宅等で生活を継続することが基本であり、そのための備蓄を

奨励するとともに、火山灰から身を守るための対策、降灰対策に必要な備蓄がどのようなものであるかについて、

周知啓発することが重要である。 

●住民等に対しては、例えば、以下のような項目について周知啓発を行う。 

 火山灰のもたらす影響 

 火山灰から身を守るための対策 

 備蓄の必要性とその量・内容 

 生活継続や健康維持等の備えの基本に関する内容 

 安全に火山灰の除去作業を行うための注意事項 

※降灰対策に必要な備蓄については、「１．（２）広域降灰を想定した平時からの準備」を参照。 

※降灰時の屋外の行動は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」も参照。 

●降灰時に行ってはいけない事項についても周知啓発しておくことが重要である。 

 火山灰を側溝等に捨てる 

 自宅の屋根の積もった火山灰を無理に取り除こうとする 

 降灰中に自動車の運転をする                  等 
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４．輸送・移動手段 

基本方針に記載のとおり、 

・ 住民が自宅等で生活を継続するため、特に、ステージ１〜３の状況においては、電力施設や浄水場等のライフ

ラインの復旧・維持を最優先に対応する。 

・ 備蓄だけでは対応が困難となるステージ３の場合は、物資供給のルートを優先して確保する必要がある。 

・ ステージ４の要救助者がいる場合や避難が必要な状況となる場合は救助等避難ルートの確保も緊急的に必

要となる。 

・ 輸送・移動手段の早期の復旧に当たっては、平時からの資機材の準備・訓練等が重要である。 

・ 火山活動活発時においては、実際の降灰量だけではなく、降灰の予測も踏まえた事前準備等が必要となる。

（例：トリガーとなる情報を踏まえた人員配備、広域降灰の見通しを伝える情報を踏まえた復旧作業やその準

備・復旧の見通しの情報発信等） 

といった方針の下、本項では、交通手段別に、社会経済活動の維持もしくは被害を最小限に留めるために取り得る

対策の考え方や留意事項について示す。 

なお、交通手段を問わず、交通機関が停止した場合、交通事業者・施設管理者等から、被害状況や復旧見込

みをどのように情報発信するかを検討する必要がある。 

※降灰時の屋外作業は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」も参照。 

 

（１）道路における対応の考え方 

○ 道路管理者においては、広域降灰時の輸送・移動手段の確保のために、道路啓開作業を迅速に行う。 

○ 道路啓開の優先度の⾼い拠点を検討し、人員・資機材を集中することで、速やかに応急対応に必要な

経路を確保する必要がある。各地域の実情に応じて、優先すべき拠点を検討していく必要がある。 

○ 道路管理者は、道路啓開作業のため、平時及び噴火前・降灰前に人員や資機材の確保を行う。 

○ 道路管理者は、平時から道路啓開の円滑な実施のため、災害時協定の締結や、定期的な訓練を実施

することが重要である。 

●降雨時３cm 以上の降灰で二輪駆動車が通行不能となるため、これらの地域における輸送・移動手段を迅速

に確保する必要がある。そのため、車両が通行できるように道路啓開等の対策を検討する必要がある。 

●地震・津波に関しては、道路管理者において「道路啓開計画」が全国で順次策定されている。拠点やルートが

検討されたのちに地震・津波と共通する点についてはそれらを踏まえ、降灰対応特有の要素を反映しつつ、道路

啓開計画を検討することが必要である。 

 

１）優先的に道路啓開が必要な拠点設定の考え方 

●優先的に啓開を行う道路として、まずは緊急輸送道路が想定されるが、広域降灰時に降灰範囲内の道路

を同時に啓開することは、相当な時間が必要と想定される。このため、道路啓開の優先度の⾼い拠点を検討

し、人員・資機材を集中することで、速やかに応急対応に必要な経路を確保する必要がある。 

●優先度の考え方としては、基本方針に記載のとおり、ステージ１〜３の場合においては、電力施設や浄水場

等のライフラインの復旧・維持を最優先に対応する。また、備蓄だけで対応が困難となるステージ３の場合は、
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物資供給のルートも優先して確保する必要がある。さらに、ステージ４の要救助者がいる場合や避難が必要

な状況となる場合は、救助等避難ルートの確保も緊急的に必要となる。 

●これらの考え方も踏まえ、各地域の実情に応じて、優先すべき拠点を検討していく必要がある。 

 

＜地震・津波に関する道路啓開計画と共通点があると想定される観点＞ 

 緊急輸送道路を中⼼に、降灰範囲外からの応援部隊等の進出や物資の輸送、重要な拠点・施設等へ

のアクセスを考慮 

➢ 人命救助（要配慮者の生命維持を含む。）活動に関わる拠点（医療施設（災害拠点病院等）、

救助活動拠点等） 

➢ 都道府県、市町村、自衛隊、消防、警察等の関係機関庁舎 

➢ 住民等の生活継続のための支援に関わる拠点（広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点、ライフライン

施設、避難所等） 

※広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点については、「５．（２）物資拠点の考え方」を参照。 

 複数の道路が隣接、並行している場合は一方を優先するなど、効率性を考慮 

 道路の幅員、車線数、線形や勾配等、道路啓開後の通行しやすさを考慮 

 滞留車両の誘導等が円滑に行えるよう、沿道や道路周辺の状況を考慮 

 発災後の道路啓開時には、救助活動や重要施設の維持などの緊急性も踏まえて、柔軟に対応 

 

＜広域降灰に対応した計画を立案するに当たり、検討すべき観点＞ 

 降灰の特性により影響を受けやすいインフラ・施設（例：浄水場・電力施設等）の優先順位 

※参考：東京都大規模降灰指針（令和５年 12 月）では、「応急対策及び輸送路管理の中枢となる機関・施設及び

降灰時の都民の生活維持等に関する施設を「降灰時除灰を優先する重要拠点」とし、それらと連絡する路線を「優先除

灰道路」に指定する。降灰の特性を踏まえて、浄水場や水再生センターなど地域防災計画（震災編）の指定拠点に含

まれていない施設も除灰の必要性が考えられる」と記載されている。 

※ライフラインごとの降灰の影響については、「６．（１）対応の考え方」を参照。 

 降灰状況は風向き等に応じて変わることから、複数パターンを想定しておくことが望ましい。 

 

２）道路啓開に必要な資機材等の考え方や作業上の留意事項 

●道路管理者は、道路啓開作業のため、平時及び噴火前・降灰前に人員や資機材の確保を行う。 

●道路管理者は、人員や資機材の確保に当たり、配置、道路上の事故車両や放置車両の撤去、燃料の補

給体制、火山灰の撤去・再移動防止等についても考慮する。また、火山灰特有の事象として、火山灰の再

移動・飛散防止、清掃のための水の確保にも留意する。 

 

＜地震・津波に関する道路啓開計画と共通点があると想定される観点＞ 

 人員や資機材の確保 

➢ 重機：除灰のためのホイールローダだけではなく、レッカー車等の車両撤去のための重機も想定する必要 

がある。 

火山灰を仮置きするだけでなく運び出しまでを想定すると、そのためのトラックやバックホウも必要と
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なる。 

➢ 人員：オペレーターの確保数を想定する必要がある。 

機械土工工事就業者数等から、オペレーターの確保数を想定する等が一例。 

夜間も含め作業を行う場合には、人員の交代等も想定する必要がある。 

（例：重機１台あたりオペレーター２人、３交代の６人を割り当てる等） 

 人員や資機材の配置 

➢ 除灰が必要な道路の両端のみではなく、中間地点などにも配置すると、効率化できる可能性がある。た

だし、燃料の補給体制を確保しておく必要がある。 

 火山灰の撤去 

➢ 火山灰はまずは仮置き（現場で積み上げる）等を行うことが考えられるが、最終的には、それら火山灰

の運び出し・処理の作業も必要となる。 

 

＜広域降灰に対応した計画を立案するに当たり、検討すべき観点＞ 

 火山灰の再移動・飛散防止、清掃のための水の確保 

 現場での火山灰の積み上げは、道路中央部に積み上げる等、排水溝を閉塞することがないような工夫 

 その他必要な資機材について、除灰のための重機等が主となるが、資機材確保や人員配置等のオペレー

ションについては、共通する観点が多いと考えられる。 

※火山灰の処理に係る注意点については「７．（１）火山灰の仮置場候補地の選定」も参照。 

 

３）道路啓開のための災害時協定や訓練実施 

●地震・津波に関する道路啓開と考え方に共通点があると想定されるが、降灰への対応においても、道路除

灰・車両撤去の人員や資機材の確保のための災害時協定や、実効性向上に向けた定期的な訓練実施が

重要である。 
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（２）鉄道における対応の考え方 

○ 鉄道事業者は、早期の運転再開のため除灰作業などを行う。 

○ 鉄道事業者は、平時から必要な資機材や降灰対策用品を準備・備蓄する。 

○ 鉄道事業者は、運行基準の設定を行うとともに、運行停止時には復旧見込み等の広報等を行う。 

●鉄道は、人員輸送・貨物輸送に重要な交通手段であり、もし利用可能な場合には有効な交通手段となり得る

が、微量の降灰で地上路線の運行が停止する。また、停電の状況等によっては、地上路線だけではなく、地下

路線も運行が停止する。 

●停電等の影響がなく地下区間が利用できる場合も、地下区間のみでの折り返し運転の体制の確保が必要であ

る。また、車両・作業員の不足により輸送力が低下する可能性がある。 

●鉄道の復旧対応は、確保可能なリソース（人員・資機材）に応じた優先度を設定のうえ、除灰用装置（点

検カート）や送風機・ブラシを用いて、レールや転轍機等を除灰することが基本的な対応として想定される。 

●除去した火山灰は、空きスペースや線路脇へ仮置きするとともに、搬出を行う。 

●鉄道の運行基準の設定を行うとともに、運行停止時には復旧見込み等の広報等を行う必要がある。 

●必要な資機材や降灰対策用品を確保できるよう、平時から準備・備蓄しておくとともに、関係機関との協定締

結に努めておく必要がある。 

 

表Ⅲ-4-1 広域降灰 WG 報告における鉄道運行への主な影響・想定 

車輪やレール

の通電 不良

による障害 

・レールが火山灰で覆われると、レールと車輪の通電不良により、列車位置システムや踏切に障害が発生 

・通電不良による障害が発生する範囲を、レール踏⾯が隠れるほどの降灰量の地域とし、その厚さは道路の路

⾯標示の実験結果から 0.05cm を設定 

視程の低下 
・一般に、視程が低下し、所定の位置で信号の現示が確認できない場合は、速度低下又は運行停止の措置

がとられている 

ポイントの動

作不良 

・ポイントの動作不良が発生する可能性のある範囲は、桜島の 2012 年の噴火の事例では、降灰量が

0.05cm 以上 

レールの埋没 

・有珠山の噴火では 15cm 程度以上の降灰量の範囲でほとんどレールが埋もれていたことから、レールが火山

灰等で埋没する範囲は、降灰量が 15cm 以上の範囲と設定 

※日本で用いられているレールは 15〜17cm 程度の⾼さ 

その他 

・大部分が地下区間にあたる路線においても、地上路線の運行停止による需要量の増加や、車両不足・作業

員の不足等により、運行が停止したり、輸送力が低下する可能性がある 

・降灰の影響を受ける路線の、降灰の影響のない区間においても、折り返し運転の準備が整うまで運行が停

止したり、車両の不足等により輸送力が低下する可能性がある。また、折り返し運転が長期間に及ぶと、必要

な車両検査ができず、使用可能な車両が減少して、運転区間の変更及び輸送力が低下する可能性がある 
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（３）航空分野における対応の考え方 

○ 空港管理者は、滑走路や誘導路の除灰等を行う。 

○ 空港管理者は、平時から A2-BCP（空港業務継続計画）において、除灰の対応について定めておく。 

○ 空港管理者は、平時から必要な資機材や降灰対策用品を準備・備蓄する。 

○ 空港管理者は、復旧見込み等の広報等を適宜行う。 

●広域降灰 WG 報告では、滑走路と航空機の機体（エンジン等）への影響が想定されている。 

●滑走路は降灰量２mm 以上になると、除灰作業が必要となり、除灰までの間、滑走路の利用が困難である。

航空機の運航も火山灰の影響を回避して運航されることから、便数の制限等も想定される。 

●航空分野では、各航空会社による降灰状況を踏まえた運航判断や、空港管理者等による滑走路や誘導路の

ロードスイーパ、ダンプ等を用いた除灰等が基本の対応として想定される。 

●悪天候等の状況として降灰の影響等も考慮した A2-BCP（空港業務継続計画）では、除灰の必要性や目

標時間等が定められている。 

●必要な資機材や降灰対策用品を確保できるよう、平時から準備・備蓄しておくとともに、関係機関との協定締

結に努めておく必要がある。 

 

表Ⅲ-4-2 広域降灰 WG 報告における航空分野に係る主な影響・想定 

除灰作業等によ

る空港（滑走路

等）への影響 

・滑走路等のマーキングの視認が次第に難しくなる程度（0.2mm〜0.4mm）の降灰で離着陸の間

隔や航空機の運用について関係者で協議を実施 

・更に降灰が増え 0.4mm〜２mm になると滑走路や誘導路の除灰が検討され、２mm 以上になると

滑走路等の除灰が必要とされている 

通過不可となる

空域 

・航空機は、機長等の判断により、火山灰の影響を回避して運航される 

・富士山周辺は運航量が過密な地域であるため、大幅な迂回が必要となった場合、運航可能な便数が

制限される可能性がある 
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（４）船舶分野における対応の考え方 

○ 各船舶会社は、降灰状況を踏まえた運航判断を行う。 

○ 港湾管理者等は、臨港道路、係留施設及び荷捌施設等の除灰、軽石の除去（航路啓開）等を行

う。 

○ 港湾管理者等は、平時から必要な資機材や降灰対策用品を準備・備蓄する。  

●広域降灰 WG 報告では、視程低下による運航不能や降下火砕物（軽石等）が浮遊する場合の冷却水管

の目詰まり等の影響が想定されている。 

●船舶の対応としては、各船舶会社による降灰状況を踏まえた運航判断や、港湾管理者等による臨港道路、係

留施設及び荷捌施設等の除灰、国交省等による軽石の除去（航路啓開）等が基本の対応として想定され

る。 

●必要な資機材や降灰対策用品を確保できるよう、平時から準備・備蓄しておくとともに、関係機関との協定締

結に努めておく必要がある。 

 

表Ⅲ-4-3 広域降灰 WG 報告における船舶に係る主な影響・想定 

視界不良による運航

不能となる海域 

・海上交通安全法の規定に基づき、船舶の危険防止のため、特定の航路における航路外待機の指

示が行われることがある 

冷却水管の目詰まり 
・多孔質の火山灰が海⾯に浮遊している場合に船舶へのダメージ（冷却水管の目詰まり）が想定

される（船体の形状による） 

 

 

（５）バス・タクシー、トラックによる輸送・移動の考え方 

○ 地方公共団体は、平時からバスやタクシー、トラック事業者と協定を結び、災害時における道路の通行確

保や人員・物資輸送のための協力体制を強化する。  

●道路を通行可能とする対策と並行して、人員輸送や物資輸送を迅速に行うためには、車両等の確保が必要で

ある。 

●台風接近時や災害時における輸送体制の強化を目的に、バス・タクシー、トラック事業者との協定を結び、事前

避難等にバスやタクシーを活用したり、物資輸送を行う事例がある。地方公共団体等は、他災害の事例も参考

に、降灰時にも協力・連携していくことが有効である。 
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（６）徒歩による移動の考え方 

○ 住民等は、他の輸送・移動手段が利用できない場合であって移動が必要な場合には、徒歩による移動を

検討する。 

○ 降灰時の徒歩による移動は、視界低下、地⾯の滑りやすさ及び健康等、安全に配慮した上で行う必要が

ある。 

●降灰は、津波や洪水等の他災害とは異なり、激しい降灰中でなければ、屋外であっても直ちに生命の危険が及

ぶことは考えにくい。他の輸送・移動手段が利用できない場合も、降灰状況を踏まえ、ゴーグルやマスク等の着用、

その他安全に配慮した上で、徒歩による移動や物資の確保等を行うことが可能である。 

 

（留意事項） 

●降灰中は、視界の低下や地⾯が滑りやすくなる等の危険が想定されるため、歩行には十分注意が必要である。 

●健康被害を防止するため、ゴーグル等及びマスクの着用等の対策をすることが望ましい。また、ヘルメット、帽子、

傘の利用も有効である。さらに、呼吸器疾患等の持病等を持つ人は特に留意が必要である。 

●緊急輸送道路等では、応急復旧対応の妨げや車両との接触事故等に注意して歩行する必要がある。 

●このような場合に、交通情報や降灰の情報を踏まえつつ移動ルートをよく検討する必要がある。 

●ライフラインに支障がある地域もあることから、移動途中の施設や目的地周辺の施設が使えない可能性も考慮

する必要がある。 

●霧島山（新燃岳）の 2011 年の噴火では、爆発的噴火により十数キロ離れたところにも噴石（こぶし大）が

到達した事例があり、火山周辺では留意が必要である。 

※降灰時の屋外の行動は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」も参照。 

 

 

図Ⅲ-4-1 徒歩による移動時の格好の例 
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５．物資供給 

Ⅱ章の基本方針に記載のとおり、住民が自宅等で生活を継続するため、特に、降灰量が 3 ㎝以上の状況の場合

に、一定期間が経過し、備蓄だけでは生活継続が困難になるステージ３の場合には、それら地域への物資供給を確

保する必要がある。 

本項では、物資供給に関して、被害を最小限に留め、社会経済活動を維持するために、とり得る対策の考え方や

留意事項について示す。 

なお、首都圏から各地へは生活関連物資のほか様々な品目を輸送しており、首都圏における輸送・移動手段に

支障が生じた場合は、降灰の直接的な影響がない地域においても、通常どおりの物資供給等が困難となる可能性が

ある。降灰の直接的な影響がない地域においても、首都直下地震における影響の事業継続計画（BCP）等を参

考にするなど、事業継続対策の検討が必要である。 

※降灰時の屋外作業は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」も参照。 

 

（１）物資供給の考え方 

○ 地方公共団体等は、道路啓開等による輸送体制の復旧・確保が行われ次第、必要な物資が届けられる

よう、関係機関と連携し、対策を実施する。 

●広域降灰時には、特に、ステージ２〜４において、車両の通行に大きな支障が見込まれる。 

●災害発生後から輸送体制が復旧・確保されるまでは、食料や水の流通が困難となることから、家庭、事業所及

び地方公共団体等における備蓄で対応するしかない状況が想定される。これらの地域においては、「Ⅲ．１．

（２）広域降灰を想定した平時からの準備」のとおり、住民は、首都直下地震対策でも推奨されている１週

間分、可能であればそれ以上の備蓄を行うことが望ましい（富士山の宝永噴火では２週間噴火が継続し

た。）。 

●物資供給においては、他災害と同様の対応として、物資配布場所等（他災害における避難所や在宅避難者

の支援拠点等を想定）に物資を供給し、住民等への受け渡しを行うことを想定する。 

●道路啓開等による輸送体制の復旧・確保が行われ次第、啓開済み道路沿いの物資配布場所等を中⼼に、

必要な物資が届けられるよう、地方公共団体と関係機関等が連携し、検討を深め、対策を具体化していく必

要がある。 

 

図Ⅲ-5-1 物資供給のイメージ 
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（２）物資拠点の考え方 

１）物資輸送の流れ・役割分担 

○ 地方公共団体は、降灰時の物資供給において、他災害の時と同様の対応を基本に、関係者と連携

し、物資輸送を進める。 

●特に、首都圏等の人口及び経済機能が集積した地域においては、多量の物資の供給が必要となる一方で、

広範囲にわたって道路等の交通が困難になる状況が想定される。 

●また、地方公共団体等と関係者が連携し、物資配布場所等までの物資輸送の最適化について検討を進め

る必要がある。 

●降灰時においても、できる限り他災害時の対応と同様の流れで物資輸送をすることが望ましい。 

●災害時における基本的な物資輸送の流れや役割分担のイメージについて、図Ⅲ-5-2 及び図Ⅲ-5-3 に示

す。 

 

 

※上記の図における「避難所」は、本ガイドラインにおいては「物資配布場所」にあたる。 

図Ⅲ-5-2 支援物資の流れ・役割分担 
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※上記の図における「避難所」は、本ガイドラインにおいては「物資配布場所」にあたる。 

図Ⅲ-5-3 災害時の物資輸送の流れ 

 

 

２）物資拠点・輸送経路の選定 

○ 地方公共団体は、平時から、物資拠点（広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点）や輸送経路につい

て検討しておく。 

●被災した地方公共団体を支援するための物資（支援物資）は、原則として、都道府県の物資拠点（広

域物資輸送拠点）、市町村の物資拠点（地域内輸送拠点）を経由して、物資配布場所等に輸送され

る。 

●地方公共団体においては、円滑な物資の受入れや送り出しが行えるよう、平時からこれらの拠点や輸送経路

を検討しておくことが必要である。 

●これらの考え方は、他の災害と共通とした上で、降灰対策として特に考慮すべき事項に留意が必要である。 

 

表Ⅲ-5-1 首都直下地震対策における輸送拠点の選定の考え方 
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＜（物資輸送拠点の選定に当たって）降灰対策として特に考慮すべき事項＞ 

 降灰状況によっては利用できない場所が出てくる可能性があるため、複数の拠点を選定しておく。 

 降雨時に二輪駆動車の通行が困難となる降灰量３cm 以上が想定される地域は可能な限り避ける、又は、

優先して道路啓開が行われる拠点とすることが望ましい。 

※降灰時における優先的に道路啓開が必要な拠点の考え方は「４．（１）道路における対応の考え方」

を参照。 

 体育館などの大スパンの構造物やエアテントなどは、積雪荷重を超えるような重量で損傷のリスクがあるため留

意が必要。 

 火山灰の飛散防止・清掃のための水の確保が容易な場所であることが望ましい。 

 

３）優先して供給する物資 

○ 地方公共団体は、住民向けの食料や衛生用品、ライフラインの復旧・維持対応のための交換部品、屋

外作業従事者用の防塵マスク・ゴーグルなどの降灰対策用品の供給を優先する等、物資供給の優先

順位を検討する必要がある。 

●降灰影響下では輸送力が制限されるため、供給する物資については優先順位をつけて検討しておく必要があ

る。 

●十分な備蓄をしていたとしても、それが枯渇した場合の対処として、住民向けには食料、衛生用品及び燃料

等の供給を優先するとともに、ライフラインの復旧・維持のための交換部品、屋外作業に従事する者に対して

の防塵マスク・ゴーグルなどの降灰対策用品の供給を優先する。 

 

表Ⅲ-5-2 優先して供給する物資の例 
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６．ライフライン 

基本方針では、 

・ 住民が自宅等で生活を継続するため、ステージ１及び２では、一時的な支障が生じたとしてもライフラインの

早期復旧を行い、供給を維持する。 

・ ステージ３の場合は、引き続き復旧活動を最優先で行う。 

・ ステージ４で住民が避難を完了した地域については、ライフラインの復旧を優先する必要はなくなる。 

・ ライフラインの維持・早期の復旧作業に当たっては、平時からの資機材の備蓄・訓練等が重要である。 

・ 火山活動活発時においては、実際の降灰量だけではなく、降灰の予測も踏まえた事前準備等が必要となる。

（例：トリガーとなる情報を踏まえた人員配備、広域降灰の見通しを伝える情報を踏まえた復旧作業やその

準備・復旧の見通しの情報発信等） 

としている。本項では、ライフラインに関して、住民が自宅等で生活を継続するもしくは被害を最小限に留めるためにと

り得る対策の考え方や留意事項について示す。 

※降灰時の屋外作業は、「７．（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方」も参照。 

 

 

（１）対応の考え方 

○ 事業者（ライフライン事業者）は、住民が自宅等で生活を継続するため、各ライフラインに応じた必要な

措置を行い、迅速な復旧に努める。  

●広域降灰 WG 報告に基づくライフライン施設等への主な影響を表Ⅲ-6-1 に示す。なお、活動の⾼まりから被害

の発生・復旧対応までの対応の流れについては、表Ⅲ-6-2 に示すとおりである。 

●事業者（ライフライン事業者）は、住民が自宅等で生活を継続するため、各ライフラインに応じた必要な措置を

行い、迅速な復旧に努める。 
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表Ⅲ-6-1 ライフラインごとの降灰の影響 

 

 

 

表Ⅲ-6-2 ライフラインごとの対応の流れ 
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（２）平時からの対応 

○ 事業者（企業・施設管理者等）は、施設の保護・点検等、ライフラインの影響を最小限に留められるよ

う、平時からの対策を推進する。  

○ 地方公共団体は、平時からライフライン事業者と連携を強化し、連絡手段や被害状況の収集方法等を

確認しておく。 

●地方公共団体は、平時からライフライン事業者と連携を強化し、連絡手段や被害状況の収集方法等の確認、

事前の備えや早期復旧に向けた対策などについて検討を行っておくことが必要である。 

●空調装置の室外機等は、降灰により目詰まりする可能性がある。空調装置が不調になると、影響を生じるおそ

れがある分野においては、空調装置へのフィルターの設置や交換用フィルターの備蓄等、企業・施設等においても

平時からの対策を推進していく必要がある。 

※事業所における従業員や利用者等の安全確保対策については「１．（４）事業所における従業員や利用

者等の安全確保対策」を参照。 

●配電線・送電線の地中化、碍子（がいし）の塩害対策により、碍子表⾯における電路形成を阻止でき、これ

らの対策が行われた場合には、降灰に伴う停電は発生しないと想定される。このように、他災害への対策が目的

で実施された対応であっても、降灰対策にも有効と考えられる場合があり、事業者においては、このような降灰に

伴う停電対策が行われることが望ましい。 
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７．火山灰の処理 

○ 降灰時には、火山灰が堆積した場所に応じて、施設管理者（宅地から排出された火山灰は市町村）等

がそれぞれ処分を行う。火山灰の処理には期間を要することから、まずは道路や鉄道等の降灰域内での生

活を継続するために必要な場所から優先的に除灰をする必要がある。 

○ 施設管理者等、国、地方公共団体の関係部局（環境部局や都市部局など）が連携して、火山灰の収

集や処分が行えるよう、あらかじめ役割分担などを検討しておくことが必要である。  

火山灰の処理（降灰後の仮置き及び処分）の流れを図Ⅲ-7-1 に示す。 

 

  

図Ⅲ-7-1 火山灰の処理の流れ 

 

（１）火山灰の仮置場候補地の選定 

○ 施設管理者等が各々の敷地内等の火山灰の除去・収集及び運搬等を実施するが、施設管理者等がそ

の敷地内等で処分場所や仮置場を確保することが困難な場合は、敷地外に仮置場を確保する必要があ

る。今回想定しているような大量の降灰となった場合、仮置場の確保が課題となる。このため、地方公共

団体においては、国と連携しつつ、仮置場候補地を事前に選定しておくことが望ましい。 

○ 仮置場候補地の選定に当たっては、他災害を想定した災害廃棄物の仮置場等の選定の考え方なども踏

まえ、検討を進めることが必要である。 

１）処理が必要な火山灰の量の推計 

●事前に候補地を選定するに当たって、処理が必要な火山灰の量の推計方法の例を図Ⅲ-7-2 に示す。 

●市町村等に堆積する火山灰の量は、ハザードマップや過去の災害実績等に基づき、想定される降灰量と⾯

積から推定することができる。 

●堆積した火山灰のうち、道路、宅地、農地など、土地の利用状況等を考慮して、処理が必要な火山灰の量
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の算出を行う。算出に当たっては、国土数値情報土地利用細分メッシュデータ等を利用することが考えられる。 

 

 

図Ⅲ-7-2 処理が必要な火山灰の量の推計方法例 
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２）火山灰の仮置場候補地の選定 

●火山灰の仮置場候補地選定と仮置きに関する留意事項を図Ⅲ-7-3 に示す。 

●特に、緊急輸送道路や重要施設など、速やかな除去が必要となる場所の火山灰については、仮置場の候補

地を事前に選定しておくことが望ましい。 

●仮置場候補地の選定に当たっては、他災害を想定した災害廃棄物の仮置場等の選定の考え方なども踏ま

え、検討を進めることが必要である。 

 

 

図Ⅲ-7-3 火山灰の仮置場候補地選定と仮置きに関する留意事項 
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（２）火山灰の処分方法 

○ 火山灰の最終的な処分は、地方公共団体及び施設管理者等がそれぞれ行うが、大量の火山灰の処

理が必要な場合は、国、地方公共団体等が連携し、様々な手段を組み合わせて処理する必要があ

る。 

○ 処分場や埋立て等での処分・利用に当たっては、処分場等の受入要件や、各種法令等に基づく手続き

や基準等に基づいて行うことに留意が必要である。 

●火山灰の最終的な処分については、再利用・資源化、土捨て場・残土処分場・最終処分場での処分、埋立て、

緊急海洋投入処分等の手段が考えられる。それら各手段の処分可能量と処分すべき火山灰の量とを考慮に

入れ、優先順位を決めつつ対応する必要がある。大量の火山灰の処理が必要な場合は、国、地方公共団体

等が連携し、様々な手段を組み合わせて処理する必要がある。 

●大量の火山灰の処分場所を事前に確保しておくことは非常に困難である。このため、施設管理者や地方公共

団体においては、国と連携しつつ、実際の降灰状況や被害状況等により、適切な方法・場所・優先順位を考

慮して処分を行うことができるよう、事前に最終的な処分の候補地の選定や必要な手続き・課題、活用可能な

支援事業の整理のほか、関係機関との調整を行っておくことが望ましい。なお、発災後の状況によって地域の理

解や判断の考え方は変わり得る。 

●処分場等や埋立て等での処分・利用に当たっては、処分場等の受入要件や、各種法令等に基づく手続きや基

準等に基づいて行うことに留意が必要である。 

●上記の実施に当たっては、既往の除雪事例や氾濫土砂の除去事例、災害協定等の既往の他災害のノウハウ

を活用して対応する。また、地方公共団体等が平時から、埋立ての可能性がある場所や手続き方法等を把握

しておくことが重要である。 

※実際に噴火した際に除去が必要な火山灰の量は、あらかじめ推定した量とは変わることに留意が必要である。 

 

表Ⅲ-7-1 火山灰の処分や再利用の手段例 

 

 

以下に、火山灰の処分手段を示す。 

【処分手段１：再利用、資源化等】 

＜再利用（他災害の事例）＞ 

●東日本大震災においては、災害廃棄物の 81％、津波堆積物の 99％が公園整備、堤防復旧などの整備

事業に再利用された。 

●津波による災害廃棄物は、塩分の問題と海底土砂の混入等の課題があり、用途によっては塩分等の除去が

必要となる場合もあったが、セメント工場に除塩施設を設けることで、幅広い性状の災害廃棄物の受入が可

能となった。 
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＜資源としての利用＞ 

●資源としての利用方法として、工業系材料や土木・建設系材料等での活用が行われている。 

●利用の検討に当たっては、火山灰の性質や処分に要する時間・コスト等に留意する必要がある。 

 

【処分手段２：土捨て場、残土処分場、最終処分場】 

●これまでの噴火事例において、土捨て場への捨土等で処理された事例がある。 

●実際の処分の際には、森林法や農地法、自然公園法等処分場所（受入地）に応じた法令のほか盛土規

制法等災害防止のための法令に基づく手続きや基準に従う必要がある。 

 

＜参考＞広域降灰ＷＧ報告ケース２において処分が必要と想定される火山灰の量（約 4.9 億㎥）のうち、

自宅等で生活を継続するために優先的に除灰が必要と考えられる道路及び鉄道の降灰除去量（約 3,100

万㎥）を処分する場合の規模感の把握のため、全国の建設発生土の処分量の実績と⽐較した。 

 

図Ⅲ-7-4 道路及び鉄道の降灰除去量と全国の建設発生土の処分量との⽐較 
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＜参考＞最終処分場について 

「最終処分場」については、一般廃棄物・産業廃棄物の処理を目的に設置されており、廃棄物に区

分されていない土砂や火山灰等を処理することは原則ない。 

最終処分場は廃棄物の適正処理のために近隣住民からの合意等を得て設置されており、廃棄物の発

生量削減や再資源化等による残余年数の確保に努めているところである。 

地震や風水害等に伴い発生する災害廃棄物（一般廃棄物）を最終処分する場合は、近隣住民と調

整の上、最終処分場を活用しているところ。火山噴火時においても、災害廃棄物（一般廃棄物）が発生

すると見込まれ、この災害廃棄物処理のため当該最終処分場を活用することが予想される。 

建設発生土の処分の場合、廃棄物混じりの土は廃棄物を分別した上で、土砂については、資源有効利

用促進法に基づき再生資源として利用し、汚泥などを含む廃棄物については、廃棄物処理法に基づく処分

を行っている。 

大規模災害の場合においても、廃棄物の最終処分場において、土砂のみは受け入れておらず、東日本

大震災での津波等の廃棄物処理においても、津波堆積物（土砂）と、がれき（廃棄物）を分別した上

で、そのうちがれき（廃棄物）のみを最終処分場において受け入れている。 

このため、火山灰の処理に当たっては、廃棄物混じりの火山灰についても可能な限り廃棄物と火山灰に

分別し、適切に処理を行うことが原則である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】環境省提供資料 

図Ⅲ-7-5 最終処分場の残余容量及び残余年数（一般廃棄物） 

 

【処分手段３：埋立て（土地造成事業等への利用含む）】 

●過去の火山噴火時には、土捨て場等での処分の他、埋立て資材等としての利用などが行われており、1977

年有珠山の噴火や 1990-1995 年雲仙普賢岳の噴火では、埋立て処理を行った。 

●各種埋立施設は、規模によるが、1 施設あたり 1,000 万㎥から数億㎥の埋立てが可能となる（火山灰の

※大規模災害が発生した際には、平時における一般廃棄物の
処理と並行して、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の
ために、最終処分場を活用
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質（化学的性質や破砕が必要か等の性状）等の考慮が必要）。 

●大規模な埋立て等を早期に行うためには、既設構造物の活用や立地が各種制約（保全区域等）の少な

い場所とする必要がある。 

●埋立て等での処分・利用に当たっては、処分場等の受入要件や、各種法令等に基づく手続きや基準等に基

づいて行うことに留意が必要である（環境影響評価法による環境アセスメントの手続き、公有水⾯埋立法に

よる許可申請等の手続き、港湾の場合は港湾法による港湾計画改訂に関する手続き等）。 

●あらかじめ火山灰による埋立てを想定することは困難であることから、処分が必要になった際に埋立事業の予

定の有無を確認し、予定がある場合には利用を検討することが現実的である。 

 

 

【処分手段４：緊急海洋投入処分】 

●大量の降灰があった場合など、陸上処理が困難であり、環境大臣が緊急に処理することが必要と判断した場

合、海洋汚染等防止法に基づく緊急海洋投入処分を行うことが考えられる。ただし、輸送・積込・海洋投入

等のコストや、船舶や船員・作業員の確保等を十分検討する必要がある。 

 

 

図Ⅲ-7-6 緊急海洋投入処分による火山灰処分について 

 

 

【処分手段５：農地内処分】 

●農地内に堆積した火山灰については、火山灰の量が少ない場合には、すき込みや混合、火山灰の量が多い

場合は、一部や全ての火山灰を除去した後に混合などが行われた事例がある。 

●農地内処分の方法の検討に当たっては、火山灰の性質や堆積量、農地の状態、農地からの搬出が可能か

どうか、農地の復旧・復興方針等を踏まえて検討を行う必要がある。  
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（３）降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方 

○ 火山灰の処理等の屋外での応急・復旧作業時には、屋外作業員の健康・安全管理についても配慮する

必要がある。 

●降灰による直接の急性健康被害の可能性は低いが、目・鼻・のど・気管支に異常を生じる可能性がある。 

●火山灰の処理等の復旧作業時には、屋外作業員の健康管理についても検討する必要がある。作業に当たって

は、ヘルメット、防塵マスク、ゴーグル等を装備の上、視界不良による事故が起こらないよう配慮する。 

●また、手袋（厚手）や作業靴等の適切な靴の着用等により作業時の安全を確保する必要がある。  

 

 

図Ⅲ-7-7 降灰状況下での作業時における健康・安全管理の考え方 
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（４）火山灰の処理に当たって地方公共団体が活用可能な支援措置 

○ 地方公共団体は、道路や下水道事業等の支援措置等を活用して、火山灰の除去を行うことができる。 

●火山災害発生時において地方公共団体が活用可能な支援措置を国が用意している。 

●地方公共団体は、火山灰の処理に当たっては、道路や下水道等、その場所の事業に応じた支援措置を活用

して、降灰除去を行うことができる。 

●支援措置の例を表Ⅲ-7-2 に示す。 

 

表Ⅲ-7-2 火山灰の処理に当たって地方公共団体が活用可能な支援措置の例 
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Ⅳ．継続的に取り組むべき事項 

（１）降灰の状況把握における SNS の活用等、新技術の活用 

●降灰状況を即時的、網羅的に把握するため、SNS を通じて投稿される降灰の情報をリアルタイムで収集・整理す

ることができれば、公的機関による作業の省力化のほか、データ収集量の増加等が見込める。一方、膨大な情報

の信頼性には課題があるため、AI の活用等により、情報の精査や収集した情報の分析・整理を行い、技術開発

や仕組みを構築すること等が必要となる。 

●そのほか、災害対応の効率化、⾼度化のためには、デジタル技術をはじめとする先進技術を積極的に活用すること

が重要である。また、今後も、降灰地域での活動を円滑化するため、随時、新たな技術や方策の活用を推進して

いく必要がある。 

 

（２）住民や事業所等への普及啓発の取組 

●国及び地方公共団体は、自分の命は自分で守るという意識を醸成するため、また、いざというときの社会的混乱を

少しでも小さくするため、平時から、降灰時に当該地域において想定される交通支障や食料・水の不足、ライフライ

ンの支障、健康被害等、降灰によって生じる影響を住民にわかりやすく周知する必要がある。特に、広域降灰対

策の基本は、平時からの備蓄を活用して自宅等で生活を継続することである旨をしっかり周知し、備蓄及び必要

な場合の避難先の検討など日頃からの備えの重要性について、周知広報を行う。 

●国及び地方公共団体は、火山防災マップや火山に関するパンフレット等の配布や「火山防災の日」を活用したイベ

ント等の普及啓発、学校における防災教育を推進していく必要がある。普及啓発を行うに当たっては、主として降

灰の影響のみが想定される火山からの遠隔地域では、降灰に関する対応を重点的に周知するなど、伝えるべきこ

とを工夫して周知する。 

 

（３）人材育成・専門人材の活用の取組 

●国、地方公共団体及び関係機関は、降灰時における災害対策の迅速かつ的確な実施のため、平時から人材育

成を推進し、対応能力を向上させていく必要がある。例えば、以下のような取組を実施することが重要である。 

・火山防災に精通した人材の確保 

・火山や防災の専門家、関係機関との平時からの関係の構築 

・防災対応等に関するセミナー・研修における火山や降灰関係の説明 

・降灰対応を含む火山防災訓練    等 
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V．巻末資料 

１．本ガイドラインで使用する用語の定義・解説 

本ガイドラインで使用する用語の定義・解説について用語の 50 音順で整理した。 

用語 定義・解説 

移動 本ガイドラインでは、自宅等から場所を移すこと、退避のために安全な場所に行くこと、避難

のために降灰の影響域外に行くこと等、場所を移す全ての行動のことを指す。 

「退避」「避難」の定義・解説も参照。 

火山灰 噴火によって火口から放出される固形物のうち、⽐較的細かいもの（直径２mm 未満）。 

火山防災協議会 活動火山対策特別措置法第４条に基づき、火山災害警戒地域をその地域に含む都道

府県や市町村が、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な

協議を行うために設置する組織。  

都道府県及び市町村、気象台、地方整備局又は北海道開発局、陸上自衛隊、警察、

消防、火山専門家に加え、観光関係団体等その他都道府県及び市町村が必要と認める者

で構成される。 

広域一時滞在 災害が発生した際に、被災住民が他の市町村に一時的な滞在を行うこと。 

 

※災害対策基本法では同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在を「広域一時滞

在」、他の都道府県の区域における一時的な滞在を「都道府県外広域一時滞在」としているが、本ガイ

ドラインでは区別しない。 

また、災害のおそれがある際に他の市町村に避難することを「広域避難」と定義されているが、降灰影

響に対しては噴火後の避難となることが多いと想定されることから、本ガイドラインでは広域一時滞在とし

て区別せずに使用している。 

降灰 火山灰などが地表に降る現象のこと。 

降灰に伴う社会

活動の低下等に

より自助・共助に

よる生活が継続

できず直ちに生命

に危険が及ぶ人 

通院による人工透析患者や介護サービスが必要な人等、降灰に伴う社会活動の低下等に

より自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人。 

 

※防災基本計画では、⾼齢者、障害者その他の特に配慮を要する者を「要配慮者」としているが、降灰時

には自宅等で生活を継続することを基本とするため、⾼齢者等であっても自宅等で生活を継続可能な人

は、一般住民と同様の行動をとることが可能であるため、本ガイドラインでは、他災害における要配慮者と

は区別して記載している。 

降灰量 降り積もった火山灰、もしくは、これから降る火山灰の量。「cm」等厚さ（深さ）で表す。 

※情報で用いる降灰量に関する用語は気象庁において整理される予定。 

住民 本ガイドラインでは、地域に住まう者や通勤、通学、旅行者等その地域にいるすべての者。 

退避 本ガイドラインでは、降灰から相対的に安全な場所（自宅や堅牢な建物等）で身を守るた

めの行動を「退避」として用いる。 
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※内閣府「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き（第２版）」（令和 3 年 5 月改

定）では、噴石等から身を守るために緊急的に「建物内に入る」、「建物内のより安全な場所へ移動す

る」、「より安全な別の建物へ移動する」等の行動を「緊急退避」と定義している。緊急的な命の危険性

が低い降灰からの身を守るための行動として「退避」を用いる。 

避難 本ガイドラインでは「立退き避難」を「避難」として用いる。 

 

※内閣府「避難情報に関するガイドライン」（令和 3 年 5 月改定）では、身の安全を確保するためにとる

全ての行動を避難行動と定義しており、避難行動を「立退き避難」、「屋内安全確保」、「緊急安全確

保」の３つの行動で示している。緊急的な命の危険性が低い降灰からの安全確保行動は、「緊急安全

確保」や、「屋内安全確保」ではなく、「立退き避難」を「避難」として考える。 

 

２．参考資料（別冊資料参照） 

 


